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【お問い合わせ】　福祉部こども福祉課　保育所係　☎945-5311

　下記①・②をともに満たす世帯の保育所保育料が半額（第２子以降の保育料は無料）となります。
保育料が変更となる世帯につきましては、通知の送付を行っています。

　今年の 4月から、下記対象者の年齢上限が撤廃されています。4月分の保育料から対象の世帯は、すでに
軽減を反映しています。9月分から対象となる世帯には、保育料の変更通知を送付しています。

☆多子軽減 （児童数に応じて２人目が半額、３人目以降が無料）について

　多子軽減（年齢上限撤廃）が該当する世帯
第 2・3階層（市町村民税所得割合算額が 48,600 円未満）及び
第 4階層のうち市町村民税所得割合算額が 57,700 円未満
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【お問い合わせ・提出先】　福祉部こども福祉課　社会福祉係　☎945-5311 

【募集条件・内容】

　対　　象　　おおむね30歳以上70歳以下、男女は問いません。

　　　　　　　社会福祉活動に賛同し、実際に活動できる方

　　　　　　　地域の実情を知っている方（またはこれから理解したい方）

　任　　期　　平成28年12月1日～平成31年11月30日

　募集人員　　区域担当若干名、主任児童委員若干名

　提出書類　　民生委員・児童委員推薦調書（こども福祉課で準備しています）

【募集条件・内容】

　対　　象　　おおむね30歳以上70歳以下、男女は問いません。

　　　　　　　社会福祉活動に賛同し、実際に活動できる方

　　　　　　　地域の実情を知っている方（またはこれから理解したい方）

　任　　期　　平成28年12月1日～平成31年11月30日

　募集人員　　区域担当若干名、主任児童委員若干名

　提出書類　　民生委員・児童委員推薦調書（こども福祉課で準備しています）

これからの人生、地域のために奉仕したいと
考えているあなた

民生委員・児童委員を募集しています

民生委員・児童委員は、社会福祉を推進するために活動する、地域で最も身近な相談・支援のボランティアです。民生委員・児童委員は、社会福祉を推進するために活動する、地域で最も身近な相談・支援のボランティアです。

第3階層及び第4階層のうち市町村民
税所得割合算額が77,101円未満

母子世帯、父子世帯（児童扶養手当
を受給している世帯）　または
在宅障害児（者）がいる世帯

保育所保育料について保育所保育料について

☆保育料の軽減が拡充されました

【お問い合わせ】　福祉部健康推進課　保健予防係　☎945-4791

普段の『食事』に含まれている栄養素を知りたい！

食育ＳＡＴシステム × 健診結果 ⇒ 自分のカラダに合った「食」を発見！

～SAT栄養カウンセリング～～SAT栄養カウンセリング～～SAT栄養カウンセリング～

日　程 ： 9月27日（火）

時　間 ： 午前2名・午後3名、1人当たり約45分程度（定員5名）

場　所 ： 西原町保健センター　
※電話か窓口での予約が必要です。予約時に、ここ1年以内に受けた健診の結果を提出していただける方を対象とします。

普段食べている食事って、塩分どれくらいかな？

自分に必要なエネルギー

って何カロリー！？

去年より血糖
値が

上がっていた
けど…

どうしたらい
いかな？

体重を減らしたい！！
ごはんを減らせば
いいの！？

『SAT』とは、選んだフードモデルの
食事バランスがサッと！！わかる機械
（SATシステム）です。この『SATシス
テム』とあなたの特定健診や職場健診の結果から、自分のカラダに合う「食」を見つけてみませんか？
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